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農
地
調
整
法
案
に
就
い
て

第
四
十
六
巻

四
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第
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農
地
調
整
法
案
に
就
じ
て

1¥ 

木

芳

zと

助

農
地
は
農
業
生
産
の
裳
礎
で
あ
り
、
農
民
生
荷
の
根
源
で
あ
る
。
絞
っ
て
農
地
の
所
有
友
ぴ
耕
作
欺
況
の
如
何
は
、
農
業
生
産
と

農
民
生
活
と
に
封
し
て
極
め
て
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
農
業
生
産
力
の
増
大
と
農
民
生
活
の
安
定
と
を
期

し
得
る
や
う
・
且
つ
岡
家
の
利
径
と
調
和
し
得
る
や
う
、
農
地
の
所
右
及
び
耕
作
扶
況
に
針
し
趨
切
怠
る
調
整
を
加
へ
る
と
と
が
竪

ま
し
い
。

由
来
、
我
闘
に
於
て
は
農
業
人
口
に
比
し
て
農
地
商
積
が
少
友
〈
、
従
っ
て
各
農
家
が
合
理
的
た
る
農
業
経
替
を
行
ひ
得
る
限
度

に
ま
で
共
の
耕
地
を
撰
張
し
得
た
い
黙
に
農
地
問
題
の
繭
根
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
ふ
る
に
、
近
代
的
士
地
所
有
権
の

分
解
作
用
に
よ
っ
て
、
農
地
の
所
有
形
態
と
経
営
形
態
と
の
不
一
致
を
愈
々
顕
著
た
ら
し
め
る
と
と
L

た
り
、
そ
の
結
果
、

一
方
に

於
て
は
土
地
所
有
の
粂
併
傾
向
を
促
す
と
共
に
、
他
方
に
於
て
は
農
地
を
所
有
し
得
ざ
る
小
作
農
階
級
の
数
を
多
か
ら
し
め
る
と
と

と
伝
っ
た
。
か
く
て
限
定
さ
れ
た
る
農
地
に
封
ず
る
小
作
人
側
の
自
由
競
争
は
、
勢
ひ
小
作
僚
件
の
悪
化
を
賢
し
、
高
率
小
作
料
の



維
持
、
小
作
料
の
引
上
さ
へ
も
可
能
な
ら
し
め
る
。
ま
た
限
定
さ
れ
た
る
農
地
に
謝
す
る
農
民
の
購
買
需
要
は
、
勢
ひ
農
地
の
債
格

を
騰
貴
せ
し
め
、
農
業
開
定
資
本
の
過
重
を
来
さ
し
め
て
農
業
経
替
を
不
利
注
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
我
閣
に
が
、
け
る
農
地
問
題
は
、
農
業
人
口
に
封
ず
る
農
地
商
積
の
不
足
を
背
景
と
し
て
、
近
代
的
土
地
所
有
様
の
分
解
作
用

に
基
く
農
地
の
所
有
形
態
と
経
皆
形
態
と
の
分
離
を
枢
軸
と
し
て
接
頭
し
来
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
地
主
針
小
作
人
の

問
題
が
中
心
の
命
題
と
し
て
論
議
さ
れ
る
こ
と
与
な
っ
た
。
乙
の
場
合
、
往
々
に
し
て
、
地
主
の
楳
利
の
み
を
押
へ
小
作
人
の
様
利

を
一
方
的
に
強
化
す
る
と
と
が
、
曲
民
地
問
題
解
決
の
核
心
で
ち
る
か
の
如
〈
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
左
が
ら
岡
家
が
農
地
政
策
を

確
立
し
、
農
地
問
題
の
解
決
を
阿
る
に
際
し
で
は
、
或
は
一
方
的
に
小
作
人
の
み
の
槽
利
を
強
化
す
る
と
と
に
専
念
し
、
或
は
一
方

的
に
地
主
の
み
つ
の
椛
利

urm化
ず
る
と
と
に
専
念
す
る
が
如
堂
、
階
級
的
立
場
は
決
し
て
之
を
取
り
得
な
い
も
の
せ
あ
る
。
ー
刈
ち
こ

の
際
、
図
家
は
一
の
階
級
的
立
場
よ
り
、
或
は
絶
叫
制
的
な
る
小
作
人
の
利
径
の
み
を
岡
り
、
或
は
絶
劉
的
友
る
地
主
の
利
径
の
み
を

決
し
て
闘
る
べ
き
も
の
で
は
た
く
、
主
γ

ろ
超
階
級
的
立
場
よ
り
地
主
・
小
作
人
雨
者
に
針
し
、
或
る
訪
に
於
て
は
共
の
利
益
を
闘
り

或
る
黙
に
於
て
は
北
ハ
の
放
認
を
警
め
て
、
公
正
に
雨
否
問
の
利
害
の
調
和
を
闘
る
と
と
を
主
限
と
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
れ
ば
図
家
は

超
階
級
的
立
揚
よ
り
、
国
家
枇
命
回
全
般
の
健
全
た
る
発
達
と
合
致
す
る
や
う
、

地
主
と
小
作
人
と
の
現
存
闘
係
を
公
疋
に
調
整
す
る

黙
に
章
、
む
を
註
く
べ
き
?
あ
る
。
斯
か
る
立
場
に
於
て
、
始
め
て
農
地
問
題
の
公
正
友
る
解
決
が
期
せ
ら
れ
る
も
の
?
あ
る
。
然
る

に
従
来
に
於
て
、
農
地
問
題
を
論
じ
、
若
く
ば
そ
の
解
決
策
を
提
唱
す
る
も
の
に
し
て
、
自
己
の
立
場
を
確
立
せ
・
な
か
っ
た
矯
め
、

意
識
的
に
か
、
無
意
識
的
に
か
、
そ
の
所
論
が
或
は
徹
底
的
な
る
小
作
擁
護
論
と
も
な
り
、
或
は
徹
底
的
友
る
地
主
擁
護
論
と
も
な

っ
た
こ
と
が
、

こ
の
問
題
を
一
唐
紛
糾
せ
し
め
る
乙
と
L
な
っ
た
所
以
で
あ
る
。

農
地
調
整
法
案
に
就
い
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然
ら
ば
所
か
る
立
揚
に
於
て
、
農
地
問
題
の
解
決
を
岡
ら
ん
と
す
る
場
合
、
現
時
に
於
て
、

そ
れ
に
は
如
何
友
る
方
策
が
寅
現
可

能
な
る
も
の
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
.
、
、

先
づ
第
一
は
現
有
の
小
作
制
度
の
存
績
は
之
を
認
め
な
が
、
白
、

ら
ん
と
す
る
方
策
で
あ
る
。
元
来
、
土
地
所
布
権
は
使
用
・
牧
盆
・
管
理
・
底
分
等
の
樫
能
か
ら
な
り
、
そ
れ
ら
の
権
能
が
一
人
の
手
に
蕗
属
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
近
代
土
地
所
有
艇
の
分
併
作
川
に
よ
っ
て
、
土
地
の
同
日
開
・
成
分
の
糠
能
と
土
地
の
使
用
・
収
盆
の
権
能
』
が
質
的
に
分
割
し
て
、

そ
れ
ん
¥
別
制
の
二
人
に
蹄
崩
ず
る
こ
と
L
な
つ
ゆ
だ
。
印
ち
農
地
に
闘
し
て
は
、
車
な
る
地
主
の
外
に
、
そ
の
農
地
D
使
用
・
蚊
盆
権
者
た
る
小
作
人

を
見
る
こ
と
L

な
フ
た
。
何
し
亡
比
内
近
代
的
所
有
権
り
分
桝
作
川
は
必
然
的
似
向
一
ょ
の
り
、
そ
れ
は
妊
に
慌
大
す
る
傾
向
に
さ
¥
あ
る
か
ら
、
こ
の

後
民
似
内
に
治
は
し
て
、
小
刊
訟
に
よ
っ
て
小
作
人
の
伎
川
枇
従
樺
た
る
耕
作
椛
花
町
保
せ
ん
と
寸
誌
の
が
、
体
一
白
方
策
で
あ
品
。
即
ち
小
作
法
に

よ
っ
て
耕
作
権
が
柿
立
さ
れ
、

H
ワ
小
作
料
が
公
正
化
さ
れ
る
場
合
に
は
、
た
と
(
完
全
な
る
土
地
所
有
棋
が
興
(
ら
れ
な
く
左
も
、
小
作
人
の
小
作

地
に
針
す
る
愛
携
丹
念
を
品
唱
す
こ
と
L

な
る
か
ら
、
之
に
よ
っ
て
土
地
の
生
産
力
を
指
大
せ
し
め
、
閣
民
経
済
上
に
も
有
利
な
る
作
用
を
及
ゴ
ナ
こ
と

・
と
な
る
。
併
し
我
凶
の
農
村
に
於
げ
る
が
如
〈
、
耕
地
而
積
に
比
し
て
之
を
耕
作
せ
ん
と
熱
紫
ナ
る
農
民
の
過
多
な
る
庭
で
は
、
耕
作
権
巴
棺
主
に
伴

ふ
て
、
必
然
的
に
耕
作
権
に
償
給
が
愛
生
す
る
こ
と

L
な
り
、
又
そ
の
耕
作
艇
の
下
に
第
三
の
小
作
聞
係
を
生
ず
る
こ
と
与
な
る
を
克
れ
な
い
1

。
然
か

も
耕
作
樫
を
強
力
な
る
も
の
と
す
れ
ば
す
る
程
、
耕
作
樺
の
償
椅
は
品
騰
す
る
こ
と
を
免
れ
ぞ
、
か
〈
で
耕
作
権
が
第
二
の
土
地
所
有
権
と
な
っ
て
、

将
来
の
新
小
作
者
に
鈎
す
る
重
き
負
婚
と
な
ら
さ
る
を
得
な
い
と
い
ふ
候
陥
を
燕
し
て
む
る
c
加
之
、
耕
作
棋
の
強
化
に
仲
・
中
て
呪
在
の
不
耕
的
小
地

主
は
自
作
農
化
ナ
る
と
と
L
な
る
か
ら
、
之
に
よ
っ
て
現
在
の
多
〈
の
小
作
農
は
耕
地
を
欠
ふ
こ
と
L
な
る
慣
が
あ
る
。

、
、
‘
.
.
 
h.
、

、

、

‘

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

.

、

、

、

、

第
二
に
考
へ
ら
れ
る
農
地
問
題
の
解
決
策
は
自
作
農
の
創
設
紘
持
事
業
で
あ
る
。
今
日
小
作
問
題
が
起
る
の
は
、
土
地
所
有
権
の
分
解
作
用
に
よ
り

て
、
陵
地
の
所
有
と
そ
の
使
用
状
径
と
が
楳
利
的
に
杓
分
離
し
、
一
方
に
地
主
る
り
他
方
に
小
作
人
が
あ
う
て
、
雨
者
が
さ
な
ぎ
だ
に
小
さ
き
農
業
収

盆
を
分
配
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
誌
に
厄
介
な
る
小
作
問
題
が
起
る
こ
と
L
な
る
。
既
惑
の
如
〈
土
地
所
有
権
は
分
解
作
別
を
一
引
す
も
の
で
あ
る
ー
と
は

こ
れ
に
伴
ふ
ア
一
起
る
依
陥
を
小
作
訟
を
以
て
除
去
し
、

小
作
農
民
の
生
活
安
定
を
閏

い
へ
、
農
業
に
於
て
は
土
地
の
所
有
形
態
と
い
帆
符
形
態
と
が
合
致
せ
る
自
作
農
相
腕
骨
が
何
ぽ
康
〈
普
及
し
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
白
作
農
創
設
維
持
事
業
を

徹
民
的
に
断
行
し
て
、
地
主
主
小
作
人
'
と
の
淵
咋
一
を
い
世
…
〈
す
る
こ
と
が
、
土
地
問
題
解
決
の
ハ
以
上
の
策
と
さ
れ
る
。
自
作
肢
が
土
地
を
費
問
し
、
そ
の

生
産
力
の
維
持
時
養
に
努
め
る
上
に
最
も
過
し
た
料
符
形
態
た
る
こ
と
は
、
敢
て
ア

1

+

1
・
ヤ
ン
グ
の
雪
H

を
借
る
主
で
も
な
〈
、
農
民
の
土
地
愛
着

心
に
取
し
赦
め
て
明
白
で
る
る
。
品
掛
か
も
こ
の
自
作
長
創
設
の
目
的
は
、
車
に
農
家
料
油
開
を
裕
な
ら
し
む
る
と
い
ふ
艶
に
の
み
存
ナ
る
も
の
で
は
な
〈

我闘に於げるご町歩未硝の耕地を所有すz不耕rJ'~J!J、:地主主は六寸‘高戸も存在す
ると百1立 4 して J~ る。



農
地
は
之
を
白
ら
耕
作
す
る
者
に
於
て
所
省
す
る
正
い
ふ
墜
貨
な
る
駄
態
を
誼
町
一
出
し
、
農
家
が
臼
己
の
所
有
地
の
上
に
白
一
生
の
業
務
を
築
き
上
げ
、

そ
の
業
を
輔
が
み
な
が
ら
、
安
定
せ
る
生
存
を
怠
り
伴
る
、
民
に

4
利
な
る
皮
村
を
賀
叫
せ
ん
と
寸
る
郡
に
あ
る
。
川
川
し
な
が
ら
向
作
農
例
談
事
業
を
倣

底
的
に
断
行
せ
ん
と
す
れ
ば
、
農
地
の
脆
入
に
は
厄
大
な
る
料
貨
を
一
弘
し
、
凶
一
本
山
財
政
的
仇
摘
も

H
如
に
治
す
る
か
ら
、
現
下
の
結
勢
に
於
て
其
の

急
山
地
な
る
賞
刑
判
は
之
を
望
『
品
川
何
な
い
。
加
之
、
自
作
段
を
川
北
し
亡
、
之
を
、
水
〈
維
持
せ
ん
3

と
す
れ
ば
、
米
産
訟
を
制
定
し
て
、
自
作
地
の
握
分
権
は

之
を
或
る
判
何
度
空
で
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
こ
の
事
は
、

{
m
と
オ
と
の
結
合
」
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
山
下
に
、
自
作
農
民
的
維
持
削
設
に
全
力
を
布

し
て
ゐ
る
仰
向
逸
十
チ
ス
政
府
が
、

mm併
一
民
劫
訟
の
制
定
に
よ
り
て
、
日
作
農
場
七
人
る
凹
襲
民
場
は
之
を
債
椛
t
引
の
泣
訴
外
に
泣
く
と
共
に
、
世
相
世
良
判
明

の
寅
貝
・
護
法
は
版
別
と
し
て
之
を
黙
止
し
て
ゐ
る
事
究
よ
り
す
る
も
明
か
で
あ
る
。
従
っ
て
徹
底
的
な
る
自
作
段
別
設
維
持
半
業
を
完
成
せ
ん
と
す

れ
ば
、
今
日
白
土
地
所
作
概
に
到
し
多
少
の
拘
束
を
加
へ
る
こ
と
が
必
一
史
と
な
る
。

、

、

、

、

、

、

‘

.

、

、

、

、

.

唱

、

、

、

、

、

、

.

、

、

‘

.

、

、

h

・
h
.

、
、
、
、
、
、

第
一
一
一
に
土
地
問
題
白
解
決
策
と
し
て
、
庫
業
組
合
又
は
耕
地
ザ
矧
組
合
に
よ
る
農
地
内
作
州
弔
4

躍
が
芳
へ
ら
れ
る
。
こ
の
方
策
に
於
て
も
近
刊
土
地

所
有
械
の
分
解
作
川
に
印
し
て
、
所
/
引
椛
の
桝
能
山
一
た
る
竹
州
椛
能
を
地
立
の
手
か
わ
組
合
的
手
に
称
、
て
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
ロ
剖
ち
組
合
は
、

仙
台
国
た
る
地
主
の
批
併
し
た
る
排
性
内
庁
開
慨
に
収
ハ
て
、
防
地
の
列
川
治
改
ぴ
川
川
者
上
り
納
件
す
へ

t
小
作
料
中
旬
公
誌
に
決
定
十
品
。
"
の
場

合
、
組
合
は
必
階
級
的
な
る
第
一
一
一
者
向
立
相
場
に
於
て
、
小
作
料
内
改
正
、
小
作
地
内
怜
旋
、
小
作
料
円
減
免
査
定
、
小
作
料
の
収
納
、
耕
地
の
at
換
・

分
合
、
共
同
制
配
管
等
を
公
正
に
行
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
組
合
員
た
る
地
主
と
小
作
人
と
の
判
苦
融
和
を
促
し
、
ひ
い
て
農
村
部
落
の
平
和
を
招
来
し
得

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
方
法
も
農
地
問
題
解
決
の
一
策
で
は
あ
る
が
、
之
を
A
T
凶
的
に
尉
〈
究
組
せ
ん
・
と
す
れ
ば
、
組
合
の
持
つ
べ
き
皆
珂
植
を
強
化

す
る
宇
ぅ
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

、
、
、
、
、
、
、
‘
、
.
、
、

農
地
問
越
の
解
決
上
、
円
下
の
と
こ
ろ
究
現
可
能
た
る
も
の
と
し
て
は
、
以
ー
の
三
ト
心
策
が
ぢ
へ
ら
れ
る
。
似
し
技
凶
に
於
げ
る
島
地
問
題
は
操
業

、
、
町
、
、
刷
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
.
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
.
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

人
口
に
到
す
る
農
地
一
同
積
白
布
川
止
を
汁
対
と
し
て
激
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
農
地
に
過
不
足
な
〈
、
そ
の
稲
給
が
泊
叫
に
調
節
さ
れ
る
耽
態
主

、

、

、

、

、

、

、

.

、

、

、

、

、

、

、

、

作
り
出
す
こ
と
が
、
第
凶
の
J
H
策
冒
と
し
て
必
市
町
ー
と
な
る
。
然
る
に
我
附
の
耕
地
は
、
日
作
地
た
る
と
小
作
地
円
る
と
を
問
は

γ
、
徐
す
と
こ
ろ
な
〈
完

全
に
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
仮
令
A
L
M
川
的
な
る
自
作
農
制
が
焚
施
さ
れ
る
に

L
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
て
耕
地
川
債
は
a

吃
も
増
加
す
る
も
の
で
は
な
い
。

従
っ
て
各
農
家
が
合
引
的
総
替
を
行
ひ
得
る
相
何
度
に
宮
で
各
農
家
の
耕
作
す
る
農
地
而
積
を
摘
張
せ
ん
と
す
れ
ば
、
農
村
よ
り
多
教
の
人
口
を
属
迭
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
今
日
以
上
に
急
激
に
農
村
人
口
の
減
退
を
資
ら
す
こ
と
は
、

M
門

M

山
保
健
上
訟
に
倒
防
上
の
見
地
よ
り
す
る
も
決
し
て
望

ま
し
く
は
な
い
。
従
っ
て
耕
地
の
開
梨
、
土
地
改
良
、
良
一
半
改
良
、
農
家
の
総
費
支
出
の
桝
減
、
農
家
牧
入
の
確
保
与
に
努
め
、
以
て
農
村
人
口
の
刑
判

朕
維
持
を
岡
、
口
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
我
闘
に
於
て
は
可
耕
披
張
見
込
地
が
併
ほ
一
一
、

O
一
一
一
二
千
町
歩
も
存
し
て
ゐ
る
次
第
で
あ
る
か
、
b
、
特
に
耕

農
地
調
整
υ

法
案
に
就
い
r

て

第
四
十
六
巻

第

披

t 
-h 

l!-9 
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農
地
調
整
法
案
に
就
い
て

第
四
十
六
容

l国

mJ 

第

競

b 
1'-. 

地
の
擁
張
を
園
り
、
人
口
澗
由
刊
に
し
で
農
地
の
過
少
な
る
地
方
に
封
し
て
は
、
内
地
移
住
計
世
間
(
所
副
分
村
計
書
)
を
究
砲
し
て
、
農
地
口
調
整
を
図
る

己
と
が
農
地
問
題
の
解
決
上
根
め
て
肝
要
で
る
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
‘
.
‘
.
‘
，
‘
.
、
、
、

以
上
の
四
方
策
は
我
凶
の
農
地
問
題
白
解
決
策
と
し
て
極
め
て
重
要
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
な
が
ら
地
主
と
小
作
人
と
の
聞
に
、
小
作
料
そ
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
‘
.
、
‘
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

他
小
作
関
係
に
つ
き
晶
子
議
を
生
ピ
た
る
と
き
は
、
民
事
訴
訟
法
の
手
績
に
よ
ら
ず
、
寧
ろ
常
事
者
の
正
漉
妥
協
を
中
心
、
と
す
る
調
停
に
よ
っ
て
之
を
誌

、
、
、
、
.
、
.
、
.
、
.
、
、
、
、
，
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、

蓮
に
解
決
す
る
こ
と
が
、
農
村
の
平
和
維
持
の
上
か
ら
も
、
第
五
の
方
策
と
し
て
必
要
と
な
る
o

こ
れ
大
正
十
三
年
以
来
小
作
調
停
法
の
食
品
地
さ
れ
て

ゐ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
小
作
調
停
誌
が
小
作
争
議
の
解
決
上
相
官
の
放
果
主
及
ぼ
し
た
こ
と
は
之
を
石
定
し
得
な
い
が
、
併
し
本
法
は
間
半
に
争
議
の

調
停
手
続
を
規
定
せ
る
の
吊
で
あ
る
。
従
つ
戸
て
争
議
そ
の
も
O

L

制
停
に
際
し
て
準
一
磁
ず
ベ
、
聖
法
川
崎
と
し
て
は
民
法
が
存
す
る
の
み
で
、
然
か
も
民
訟

の
小
作
同
町
約
に
脇
す
る
規
定
は
不
充
分
市
あ
る
か
ら
、
め
裕
υ剖
仁
剥
停
の
日
酌
ゆ
如
何
}
山
認
し
制
作
な
い
口
地
、
E
2
し
で
は
訓
伴
よ
刊
も
説
γ

お
訴
訟
に
よ
っ
で
自
己

の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
有
利
と
す
る
か
ら
、
訓
停
が
国
耐
に
行
は
れ
難
い
憾
が
広
一
る
o

佼
づ
て
制
品
h
h
u
一
規
路
と
な
る
べ
き
公
正
な
る
貨
世
訟
を
必

要
と
ナ
る
次
第
で
あ
る
o

以
上
に
亙
り
我
図
の
農
地
問
題
解
決
上
必
要
た
る
諸
方
策
を
並
列
的
に
列
出
帯
し
た
が
、
之
等
諸
方
策
の
賞
施
に
営
つ
て
は
、
間
農

、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
‘
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
.
 、
、
、
.
、
.
、
‘
.
、
.
、

地
問
題
解
決
の
主
方
向
を
確
定
す
る
と
共
に
、
聞
こ
の
主
方
向
を
中
心
と
し
て
各
方
策
聞
に
有
機
的
統
一
性
を
保
持
せ
し
め
、
各
方

、
、
、
.
、
.
、
.
‘
.
、
、
、
、
‘
司
、
、
、
.
、
.
、
，
、
、
、
、
、
、
、
、
、

策
の
綜
合
統
一
に
よ
っ
て
、
農
地
問
題
の
解
決
を
期
す
る
や
う
工
夫
す
べ
き
で
あ
る
。
之
に
反
し
、
若
し
諸
方
策
問
の
有
機
的
統
一

性
を
快
く
と
き
は
、
徒
に
弊
多
く
し
て
、
完
全
友
る
農
地
問
題
の
解
決
は
之
を
矧
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。

私
見
に
よ
れ
ば
我
閥
農
地
問
題
解
決
の
主
方
向
は
自
作
農
創
設
維
持
事
業
に
之
を
求
む
ぺ
き
で
る
る
。
併
し
設
事
業
に
よ
る
も
各

農
家
の
耕
作
面
積
の
捺
張
は
之
を
望
め
友
い
か
ら
、
本
事
業
を
補
ふ
に
土
地
開
墾
事
業
を
以
て
し
友
け
れ
ば
友
ら
む
。
ま
た
本
事
業

に
よ
る
も
現
在
の
会
小
作
農
を
直
に
白
作
菱
化
す
る
と
と
は
困
難
で
る
る
か
ら
、
現
在
の
小
作
閥
係
を
調
整
す
る
貸
借
法
が
必
要
と

た
る
。
然
か
も
此
の
賓
館
法
は
小
作
調
停
法
の
放
力
を
務
部
せ
し
め
る
上
に
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
や
、

ま
た
此
の
賓
館
訟
に
よ
ワ

て
相
営
小
作
料
の
確
定
を
在
す
と
き
は
、
地
債
の
公
疋
化
を
粛
し
、
自
作
農
創
設
事
業
自
障
を
も
促
進
す
る
こ
と
ミ
な
る
。
更
に
硯



存
小
作
闘
係
の
調
整
を
困
る
た
め
、
産
業
組
合
そ
の
他
の
圏
健
を
し
て
耕
地
の
管
理
を
行
は
し
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
ま
た
土

地
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
活
動
を
阻
止
す
る
た
め
、
組
合
員
の
耕
地
を
組
合
に
一
時
購
入
せ
し
め
る
こ
と
も
必
要
と
怠
る
。
併
し
自
作
衰
の

創
設
維
持
が
主
方
向
で
あ
る
限
り
、
組
合
の
耕
地
所
有
は
、
自
作
農
地
創
設
に
至
る
ま
で
の
一
時
的
現
象
た
る
べ
き
で

b
ら
う
。

一一

以
上
に
よ
っ
て
我
凶
の
農
地
問
題
拡
に
共
の
解
決
方
策
に
就
い
て
論
じ
た
。
こ
の
前
提
の
下
に
於
て
、
日
下
、
第
七
十
三
議
舎
に

於
て
」
得
議
さ
れ
つ
主
あ
る
農
地
調
整
法
渠
に
凋
し
、
若
干
の
批
判
を
加
へ
よ
う
と
思
ふ
。

農
地
調
整
法
案
は
全
文
二
十
二
保
よ
り
た
る
も
の
で
、
そ
の
第
一
山
慨
に
於
て
「
本
法
は
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
及
農
業
生
産
カ
の

維
持
増
畿
を
岡
わ
り
以
て
農
村
の
絞
洲
市
民
生
及
農
村
平
和
の
保
持
を
則
す
る
錦
農
地
闘
係
の
調
整
を
錨
ナ
在
以
て
目
的
と
す
」
と
誕
ひ
、

以
て
本
法
の
目
的
を
明
示
し
、
第
二
僚
に
於
て
「
本
法
に
於
て
農
地
と
は
耕
作
を
目
的
と
ず
る
土
地
役
謂
ふ
」
と
相
判
定
し

τ
、
農
地
の

概
念
を
明
に
し
て
ゐ
る
。

さ
れ
ば
本
法
案
は
、
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
、
農
業
生
産
力
の
維
持
増
進
、
農
村
の
経
済
更
生
及
び
農
村

平
和
の
保
持
の
た
め
に
、
耕
地
闘
係
の
調
整
を
困
る
と
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
る
る
と
言
ふ
乙
と
が
出
来
る
。

農
地
調
整
法
案
は
、
以
上
自
如
き
趣
旨
を
以
て
、
(
一
)
兵
役
其
他
特
別
の
事
情
あ
る
農
家
四
怨
の
農
地
の
管
理
又
は
買
取
に
関
す
る
事
項
。
(
二
)
道

府
豚
、
市
町
村
そ
の
他
の
闘
世
が
、
自
作
農
の
創
設
維
持
又
は
農
地
の
貸
付
事
業
を
行
ふ
場
合
に
於
け
る
、
士
地
の
取
得
又
は
使
用
に
闘
す
る
事
項
。

右
目
目
的
を
以
て
上
越
白
諸
国
世
が
未
整
地
宮
間
愛
す
る
際
に
於
げ
る
士
地
収
用
に
関
す
る
事
項
。
(
一
二
)
自
作
段
創
設
維
持
事
業
に
依
り
、
創
設
維
持

せ
ら
れ
た
る
自
作
地
の
保
全
に
闘
す
る
事
項
。
(
四
)
農
地
の
賃
貸
借
D

存
績
消
滅
に
閥
ず
る
事
項
。
(
五
)
小
作
闘
係
其
他
農
地
の
利
用
に
闘
す
る
争
議

の
調
停
に
闘
す
る
事
項
。
(
六
)
農
地
委
員
舎
に
闘
す
る
事
項
等
に
づ
い
て
規
定
し
て
ゐ
る
。

と
の
農
地
調
整
法
案
の
持
つ
第
一
の
特
徴
は
、
農
地
問
題
解
決
上
必
妥
怒
る
線
て
の
方
策
を
包
含
し
て
ゐ
る
賠
に
あ
る
。
印
ち
本

農
地
制
整
法
案
に
就
い
て

t
F
四
十
六
巻

回
二
五

望事

貌

七
九



農
地
訓
準
法
案
に
就
い
て

告再

就

1'-

C 

体
問
十
六
巻

法
案
は
、
一
耕
作
権
を
耐
保
す
る
小
作
法
に
闘
す
る
規
定
、
二
自
作
去
の
創
設
約
持
陀
制
す
る
規
定
、
也
市
町
村
そ
の
他
の
開
憶
の

長
蛇
令
叫
に
闘
す
る
規
定
、
個
未
懇
地
の
開
張
に
闘
す
る
規
定
、
恒
小
作
調
停
に
閲
す
る
規
定
等
を
合
で
ゐ
る
。
と
の
黙
は
確
に
本

法
案
の
持
つ
長
所
で
あ
る
。
併
し
左
が
ら
共
の
半
面
に
於
て
、
本
法
案
に
於
て
は
右
の
各
事
項
に
闘
す
る
規
定
が
皐
に
並
列
的
に
列

由
帯
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
む
い
関
係
上
、
我
闘
農
地
問
題
解
決
の
主
方
向
が
何
庭
に
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
Y

充
分
に
明
瞭
で
た
〈
、
従

っ
て
各
事
同
一
陀
闘
す
る
規
定
聞
の
有
機
的
統
一
位
が
充
分
に
保
た
れ
ず
一
ゐ
な
い
憾
が
あ
る
。

と
の
史
地
制
整
松
山
茶
の
持
つ
第
二
の
特
徴
は

Jμ
村
の
事
情
は
刈
有
地
各
総
で
、

殊
に
民
地
の
依
叩
取
訴
の
聞
係
に
於
で
左
肢
で
あ

っ
て
、
之
に
付
い
て
詳
細
友
貼
に
迄
亙
っ
て
剖
一
的
に
概
括
的
危
規
定
を
筋
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
る
事
情
が
あ
る
の
に
鑑
み
、

同
法
案
に
於
て
は
賓
館
的
左
規
定
は
差
常
り
共
の
根
本
的
で
る
り
且
普
遍
的
共
通
的
・
宏
事
項
に
闘
す
る
も
の
の
み
に
限
定
し
、
爾
飴

の
詳
細
た
る
事
項
は
之
が
規
定
を
避
け
て
、
市
町
村
と
道
府
牒
に
農
地
委
員
舎
を
設
け
、
叉
調
停
の
制
度
を
整
備
し
て
、
此
等
の
機

能
の
褒
揮
と
関
係
者
の
互
譲
協
調
に
依
っ
て
‘
右
の
趣
旨
に
落
き
各
地
方
の
賃
情
と
個
h

の
揚
合
の
事
情
に
印
舷
し
て
、

A(健
的
に

遁
切
た
る
庭
置
を
鋳
し
農
地
関
係
の
調
整
、
改
善
を
岡
る
」
黙
に
あ
る
。
思
ふ
に
地
主
・
小
作
者
間
の
闘
係
を
徒
に
権
利
義
務
的
規

定
に
よ
っ
て
制
拐
す
る
と
と
友
〈
、
各
地
方
夫
K

の
慣
行
を
寧
重
し
、
農
村
の
互
譲
相
助
の
醇
風
を
活
用
し
て
、
農
地
委
員
舎
の
設

置
と
調
停
制
度
の
強
化
と
に
よ
っ
て
、
小
作
闘
係
の
調
整
に
努
め
、
以
て
農
村
卒
和
の
確
保
に
資
せ
ん
と
す
る
と
と
は
、
本
法
案
の

持
つ
長
所
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
農
地
委
員
舎
や
調
停
機
闘
の
強
化
に
よ
っ
て
、
迅
速
‘
簡
易
、
且
つ
国
滑
に
小
作
闘
係
を
調
整
せ

し
め
る
た
め
に
は
、
公
正
友
る
解
決
の
基
準
と
な
る
べ
き
小
作
事
項
に
闘
す
る
賓
際
的
規
定
を
よ
り
具
槌
的
に
具
備
せ
し
め
る
と
と

が
、
公
正
友
る
解
決
の
た
め
、
却
っ
て
必
要
た
る
揚
合
が
多
い
。
従
っ
て
と
の
黙
に
闘
し
一
抹
の
不
安
宏
き
を
得
左
い
。

農林省、農地調整法案に就いて(週報、第七十駄〕



町
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日

tw夜
-urぷ
羽
合
守
b
k

以
下
、
更
に
進
ん
で
本
法
案
の
持
つ
内
容
に
つ
き
少
し
く
吟
味
す
る
と
と
L
ず
る
。

一
、
農
地
の
管
理
又
は
買
牧
本
法
茶
第
三
僚
に
よ
り
「
農
地
の
所
有
者
又
は
耕
作
者
は
兵
役
其
の
他
命
令
を
以
て
定
む
る
事
向
に
悶
り
で
農
地

を
自
ら
耕
作
し
又
は
管
測
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
と
き
は
市
町
村
其
の
他
命
令
を
以
て
定
む
る
閉
館
に
農
地
の
智
珂
又
は
買
阪
の
申
出
を
銭
す
こ
と
主

得
」
る
。
而
し
て
「
前
項
の
申
出
あ
り
た
る
場
合
に
於
て
は
同
項
の
闘
捜
は
命
令
の
定
む
る
所
に
依
り
農
地
の
管
理
又
は
買
取
を
銭
ナ
こ
と
を
得
」
る
ζ

と
込
な
っ
て
ゐ
る
。

邸
ち
此
の
規
定
は
、
舷
召
共
の
他
の
宮
市
山
(
例
へ
は
位
排
用
の
一
私
立
川
不
足
)

に
よ
っ
て
、
所
有
地
又
は
小
作
地
の
耕
作
若
く
ば
凡
日
現
が

不
可
能
と
な
っ
た
場
合
、
辺
地
の
資
却
又
は
小
作
地
の
返
還
等
に
よ
っ
て
常
事
者
の
来
る
不
利
日
貨
を
除
去
せ
ん
と
す
る
目
的
を
有
つ

も
の
で
あ
る
。

こ
の
揚
合
、
市
町
村
、
虫
台
、
産
業
組
合
刊
芸
事
賓
桁
総
合
等
の
国
慨
は
.
州
民
地
の
賢
却
申
込
の
四
割
合
に
は
じ
之
役
目

取
り
、
ま
た
的
円
四
川
巾
込
の
揚
合
に
は
.

そ
れ
を
巾
出
で
た
る
者
が
地
主
で
あ
る
か
、
自
作
者
で
あ
る
か
、

又
は
小
作
者
で
あ
る
か
に

よ
っ
て
、
そ
の
方
法
は
多
少
具
友
る
が
、
直
接
又
は
間
接
の
方
法
で
共
同
耕
作
を
潟
す
か
、
或
は
閣
慌
民
に
小
作
せ
し
め
る
か
に
よ

っ
て
、
共
の
川
口
埋
の
任
に
営
る
も
の
で
る
る
。
而
し
て
管
珂
中
込
者
が
、
再
び
白
か
ら
耕
作
又
は
合
理
を
潟
し
得
る
欺
態
に
ゑ
れ
ば

乙
の
圏
慢
管
理
は
営
然
解
除
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
此
の
立
味
の
耕
地
符
理
は
、
今
日
の
時
抗
に
於
て
営
然
必
要
で
あ
る
。

ま
た
此
の
場
合
、
市
町
村
そ
の
他
の
図
様
は
設
地
の
口
取
を
も
錦

L
m刊
る
も
の
で
る
る

Q

町
山
ふ
に
斯
か
る
揚
合
、
土
地
。
フ
ロ

1
カ
l

等
に
農
地
が
買
取
ら
れ
る
と
き
は
、
長
地
の
費
却
者
は
之
を
山
口
一
民
ナ
機
命
日
を
永
久
に
失
ふ
こ
と
、
友
る
か
ら
、
一
貫
却
者
を
保
護
す
る

た
め
、
市
町
村
そ
の
他
の
国
閣
が
、

一
時
之
を
買
取
り
、
後
日
之
を
同
一
人
に
責
戻
す
趣
旨
で
る
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
然
ら
ば
第
三

僚
の
農
地
の
買
取
に
は
、
費
却
者
又
は
共
の
相
続
人
に
一
定
年
聞
の
買
戻
様
を
認
め
る
こ
と
が
至
蛍
で
友
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。

農
地
制
整
法
案
に
就
い
て

第
四
十
六
巻

IZ!J 

七

告書

量定

戸、



農
地
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整
法
案
に
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い
て

第
四
十
六
巻

四
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=
、
土
地
の
取
得
又
は
使
用
本
法
案
第
四
僚
に
よ
り
「
道
府
勝
、
市
町
村
其
の
他
命
令
を
以
て
定
む
る
園
瞳
が
農
村
の
経
済
更
生
の
鴛
命
令

の
定
む
る
所
に
依
り
自
作
農
創
設
維
持
又
は
農
地
の
貸
付
卒
業
を
行
ふ
場
合
に
於
て
之
に
要
す
る
士
地
を
取
得
し
又
は
使
用
ナ
る
の
必
要
あ
る
、
と
き
は

行
政
官
曜
の
認
可
を
受
け
土
地
の
所
有
者
其
の
他
之
に
闘
し
樫
利
を
有
す
る
者
に
劃
し
土
地
の
譲
渡
X
は
使
用
収
盆
の
権
利
回
設
定
砦
は
譲
渡
に
闘
ナ

る
協
議
を
求
む
る
こ
と
を
得
」
る
こ
と
ι

お
な
り
、
更
に
「
前
項
の
圏
位
が
宋
墾
地
を
開
後
し
て
同
項
の
事
業
を
行
は
ん
と
す
る
揚
合
に
於
て
同
項
の
規
定

に
依
る
協
議
調
は
ざ
る
と
き
は
開
設
せ
ん
と
す
る
未
墾
地
其
の
他
其
の
開
設
に
必
要
な
る
土
地
又
は
共
の
使
用
牧
益
の
樫
利
を
収
用
又
は
使
用
す
る
こ

と
を
得
。
前
項
の
規
定
に
依
る
牧
用
又
は
使
用
に
闘
し
て
は
土
地
収
用
訟
を
遁
用
」
ず
る
こ
と
ふ
な
ワ
て
ゐ
る
c

即
ち
第
凋
俸
は
、
道
府
服
、
市
町
村
、
農
台
、
産
業
組
合
、
血
民
事
賀
行
組
合
等
の
行
ふ
ぺ
4

昨
日
自
作
農
創
設
維
持
事
業
と
農
地
の
貸

付
事
業
と
役
規
定
せ
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
自
作
農
創
設
緋
判
純
設
(
大
E
4
l
五仏

J

五
月
-
}
十
一
日
の
白
作
農
創
設
維
持
補
助
規
則
に
止

る
) 

に
於
て
は
、
資
金
を
借
受
け
て
土
地
を
購
入
し
又
は
維
持
せ
ん
と
す
る
者
は
個
人
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
最
近
に
於
て
更
に
本

施
設
の
整
岨
芳
賀
を
闘
る
た
め
、
新
に
自
作
農
創
設
維
持
補
助
助
成
規
則
(
昭
和
十
二
年
十
月
三
十
一
三
H
農
林
省
令
第
四
十
六
一
銃
)

が
制
定

公
布
せ
ら
れ
、
従
来
の
伺
人
の
外
に
、
市
町
村
共
の
他
農
林
大
臣
の
遁
嘗
と
認
め
る
圏
健
に
し
て
、
自
作
農
創
設
の
た
め
土
地
を
購

入
し
又
は
未
墾
地
を
開
裂
す
る
際
に
は
、
そ
れ
に
必
一
安
た
る
資
金
を
借
入
れ
得
る
こ
と
L
た
り
、
更
に
道
府
間
綿
花
し

τ自
作
農
創
設

の
た
め
来
墾
地
の
購
入
叉
は
関
委
を
な
す
に
際
し
て
も
必
要
た
る
資
金
を
借
入
れ
得
る
と
と
L
た
っ
た
。
か
a
A

る
闘
係
か
ら
、
農
地

調
整
法
案
に
於
て
も
上
遁
の
圏
叫
胞
が
自
作
農
創
設
事
業
を
積
極
的
に
行
ひ
得
る
や
う
規
定
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
殊
に
此
の
目
的
の

た
め
、
上
惑
の
圏
艦
が
、
未
墾
地
の
開
設
を
た
す
に
営
っ
て
、
そ
の
地
主
ム
」
の
協
議
が
調
は
友
か
っ
た
揚
合
に
は
、

そ
れ
を
強
制
牧

用
し
得
る
と
と
L
友
っ
て
ゐ
る
。

と
れ
未
墾
地
の
閲
愛
け
斯
か
る
圏
慌
の
力
に
よ
る
に
あ
ら
守
ん
ぽ
到
底
賃
現
さ
れ
十
、

且
つ
耕
地

商
積
の
少
た
き
我
園
に
於
て
は
未
墾
地
を
開
設
す
る
こ
と
は
農
地
問
題
の
解
決
上
極
め
て
肝
要
左
る
を
以
て
ピ
あ
る
。
と
れ
は
我
図

の
土
地
政
策
上
か
ら
見
る
も
、
劃
期
的
た
方
針
に
し
て
、
未
墾
地
開
設
事
業
の
有
す
る
公
続
性
を
確
認
し
た
結
旧
市
で
る
る
。



更
に
第
四
僚
に
よ
れ
ば
、
上
惑
の
閣
鑓
は
、
農
地
の
貸
付
事
業
を
行
ふ
た
め
に
も
、

土
地
hz買
取
り
、
或
は
土
地
の
使
用
牧
益
の

槽
利
を
設
定
せ
し
め
得
る
も
の
で
る
る
。
此
情
一
守
の
事
一
定
は
、
従
来
か
ら
土
地
利
用
事
業
又
は
耕
地
管
理
事
業
と
し
て
、
産
業
組
合
又

は
共
他
の
閤
糟
に
よ
っ
て
行
は
れ
来
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
法
案
は
之
を
一
般
的
に
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
右
の
圏
幽
躍
が
未

墾
地
を
開
裂
し
て
、
農
地
の
貸
付
事
業
を
行
ふ
揚
合
に
も
、
上
議
の
強
制
収
用
を
悲
し
以
内
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
此
等
の
闇
惜
の

土
地
貸
付
事
業
は
、
山
地
主
よ
り
土
地
を
借
受
け
て
、
更
に
之
を
圏
館
員
に
貸
付
す
る
場
合
と
.
間
圏
慢
が
土
地
を
買
入
れ
て
、
之

を
鴎
韓
員
に
貸
付
す
る
場
合
と
の
こ
つ
に
分
れ
る
。
第
四
燥
の
農
地
の
貸
付
事
業
は
右
雨
者
の
何
れ
を
主
と
す
る
か
ピ
不
明
で
あ
る

が
、
若
し
我
幽
農
地
潤
喧
解
決
の
主
方
向
は
之
を
白
作
農
創
立
維
持
に
求
む
る
な
ら
ば
、

ωの
揚
合
に
於
け
る
右
の
圏
憶
の
土
地
質

入
げ
ん
は
北
パ
他
の
事
情
に
よ
る
rt
地
所
作
は
、
特
川
刊
の
場
住
友
へ
仏
4
1

自
作
良
川
位
以
の
前
川
悶
沼
く
ば
之
に
一
主
る
ま
で
の
一
過
課
止
し
て

取
扱
ふ
方
が
至
嘗
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。

更
に
第
四
僚
に
よ
り
、
市
町
付
共
他
の
閣
鑓
が
、
農
地
の
貸
付
事
業
を
行
ふ
目
的
を
以
て
土
地
を
購
入
す
る
場
合
に
は
、
之
は
白

作
農
創
設
事
業
で
な
い
か
ら
、
此
等
の
閣
健
は
自
作
農
創
設
維
持
補
助
助
成
規
則
に
よ
る
資
金
は
之
を
借
入
れ
る
と
と
を
得
な
い
。

然
ら
ば
此
等
の
圏
儲
は
如
何
た
る
資
金
を
以
て
農
地
を
購
入
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
誌
に
も
問
題
が
あ
る
。

三
、
土
地
責
却
の
事
前
逼
知
本
法
案
第
五
僚
に
於
て
「
行
政
官
鴎
農
村
の
経
済
更
生
の
矯
必
要
あ
り
と
認
む
る
と
き
は
農
地
の
所
有
者
を
し
て

農
地
島
分
に
首
り
命
令
の
定
む
る
所
に
依
り
諌
め
市
町
村
農
地
委
員
曾
に
其
の
旨

E
通
知
せ
し
む
る
こ
と
を
得
L
主
規
定
し
て
ゐ
る
。

思
ふ
に
土
地
所
有
者
が
勝
手
に
共
の
所
有
地
を
底
分
す
る
と
き
は
、
或
は
土
地
所
有
の
粂
併
を
賢
し
、
或
は
不
在
地
主
の
笈
生
を

促
し
、
或
は
土
地
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
様
行
を
来
し
て
、
農
村
の
卒
和
を
寄
し
、
ま
た
小
作
争
議
を
惹
起
せ
し
め
る
原
因
と
も
在
る
。
従

っ
て
斯
か
る
揚
ム
口
に
は
市
町
村
の
農
地
委
員
曾
に
共
の
旨
を
通
知
せ
し
め
る
こ
と
L

し
、
農
地
委
員
を
し
て
自
作
農
の
創
設
維
持
そ

農
地
調
整
法
案
に
就
い
て

勢
四
十
六
巻

第

競

A 

四

九

揃稿、土地問題と産業組合(経済論議、第四十三巻、第二議)及び耕地管理組合
に就いて(経済論叢、第四十四巻、第五続)参照。
主互にい」、特別の場合正は上越の園檀lによワて村落白線有地を開稽又は耕作す
る場舎に、この綿、有地G')JoJio有樫は之をとの周樟D手に留保して、園鶴員には之
が使用牧盆1躍のみ在認、品ること与し、以てこ D 閥慢が右目線、有地を管理するが
如き場合主指す。

2) 



農
地
制
整
法
案
に
就
い
て

第
四
十
六
巻

第

銃

mJ 
ヨ

C 

i¥ 
四

の
他
遁
営
危
庭
誼
を
泣
き
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
、
何
倒
端
友
る
土
地
所
有
の
商
品
化
よ
り
起
る
偉
容
を
防
止
し
、
村
の
土
地
は
村
氏

の
手
に
確
保
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
る
る
。
か
a

ふ
ろ
担
額
台
に
於
で
は
、
農
地
委
員
舎
の
斡
旋
に
よ
っ
て
、
本
法
案
第
三
傑
又
は
第

四
僚
の
波
動
と
も
な
る
場
合
も
起
る
で
る
ら
う
。

回
、
自
作
農
の
保
全
本
法
案
事
六
僚
に
よ
り
「
命
令
を
以
て
定
む
る
白
作
農
創
設
紺
持
の
事
業
に
依
り
創
設
又
は
維
持
せ
ら
れ
た
る
自
作
地
の
一

所
有
者
は
命
令
の
定
む
る
場
合
を
除
〈
の
外
行
政
官
隙
の
認
可
を
受
〈
る
に
非
ざ
れ
ば
其
白
自
作
地
の
議
政
若
は
貸
付
を
銭
し
又
は
之
に
何
物
穫
を
設

定
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
規
定
し
、
更
に
第
七
僚
に
よ
り
「
前
僚
の
自
作
農
創
設
紺
持
の
卒
業
に
依
り
創
設
X
は
維
持
せ
、
b

れ
た
る
自
作
地
に
付
て
は
其

の
旨
の
ず
討
を
お
す
こ
と
を
嬰
す
。
前
川
引
の
佼
記
を
お
す
に
非
ざ
れ
ば
前
僚
の
自
刊
庇
創
設
維
持
の
事
業
に
依
り
創
設
又
は
維
持
ゼ
ら
れ
た
る
臼
作
地

も
よ
る
ニ
止
を
以
て
悌
一
-
一
者
に
約
抗
ヲ
L

L

J
を
伴
ず
」
と
飢
定
し

τ
、
自
作
伐
の
保
令
一
K
相
官
め
て
ん
る
。

併
し
自
作
法
の
保
全
に
闘
し
て
は
‘
自
作
農
創
設

Mm持
梢
助
助
成
規
則
に
よ
る
も
、
第
四
保
第
十
四
競
を
以
て
、
姿
金
僻
交
人
は

原
則
と
し
て
、
借
入
の
際
決
定
せ
ら
れ
た
る
償
還
期
間
内
は
貸
付
者
の
承
認
を
得
る
に
非
ざ
れ
ば
自
作
を
陵
止
し
又
は
前
競
の
抵
営

榛
(
借
入
金
の
拾
保
と
し
て
の
第
一
祇
常
複
を
-ZF
む
を
除
く
の
外
、
共
の
農
地
の
上
に
抵
嘗
搭
若
〈
ば
自
作
の
障
碍
と
た
る
権
利
を
認
定

ず
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
と
規
定
し
、
更
に
同
僚
第
十
五
日
田
を
以
て
、
資
会
併
交
人
は
前
統
の
期
間
内
農
地
を
譲
渡
す
る
と
と
を
得

ざ
る
も
の
と
規
定
し
て
ゐ
る
。

従
っ
て
農
地
調
整
法
案
の
第
六
僚
に
「
自
作
地
の
所
有
者
は
命
令
の
定
む
る
揚
合
を
除
く
外
行
政
官
腐
の
認
可
を
受
〈
る
に
非
ぎ

れ
ば
共
の
自
作
地
の
一
議
波
若
〈
は
貸
付
を
震
し
又
は
之
に
初
物
植
を
設
定
す
る
と
と
を
得
A
Y
」
と
あ
る
の
は
、
無
期
限
、
永
久
的
の

も
の
で
は
友
く
、
資
金
貸
付
の
際
決
定
せ
ら
れ
た
る
償
還
期
間
内
に
限
ら
る
ぺ
き
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
ョ
果
し
て
然
ら
ば
、
償
還
期

間
後
に
は
、
自
作
地
の
自
由
庭
分
が
認
め
ら
れ
る
結
果
と
し
て
、
折
角
創
設
さ
れ
た
る
自
作
農
が
再
び
元
の
小
作
裂
に
鞠
落
す
る
と

さ
れ
ば
自
作
曲
設
の
創
設
維
持
を
以
て
我
閥
農
地
問
題
解
決
の
主
方
向
と
た
す
限
り
、
家
産
訟
の
制
定
に
土

と
自
主
た
る
を
売
れ
た
い
。

拙稿、農政上よ P見たる家産制度(農村問題研究)二間一頁以下参照。



っ
て
、
自
作
農
地
の
自
由
底
分
機
は
之
を
或
る
程
度
主
で
拘
束
し
、
永
続
的
に
自
作
農
を
維
持
す
る
方
策
を
議
十
る
に
あ
ら
宇
ん
ぽ

甚
だ
不
徹
底
で
あ
る
。
ま
た
期
る
椎
待
策
は
農
比
隔
利
の
見
地
よ
り
す
る
も
首
然
承
認
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

五
、
小
作
経
替
の
保
全

先
づ
第
一
に
耕
作
機
に
闘
し
で
は
、
本
法
案
第
八
僚
に
「
農
地
の
賃
貸
借
は
共
の
登
記
な
き
も
農
地
の

引
渡
る
り
た
る
と
き
は
附
後
共
の
農
地
に
付
物
模
を
取
得
し
た
る
者
に
射
し
共
の
放
力
を
生
中
」
と
規
定
し
て
、
小
作
人
に
と
っ
て

共
の
生
活
の
根
源
で
あ
る
農
地
の
排
作
権
を
物
様
化
し
て
ゐ
る
。
排
作
権
を
物
様
化
す
べ
き
と
と
は
都
市
に
於
け
る
借
権
地
及
び
借

家
権
の
物
構
化
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。

さ
れ
ば
排
作
模
号
、
確
保
す
る
上
か
ら
見
て
、
第
八
僚
は
蛍
然
の
規
定
で
あ
る
。

小
作
期
間
の
克
新
に
闘
し
て
は
、
本
法
案
沼
九
傑
沼
二
羽
に
「
賞
事
背
が
農
地
の
賃
貸
借
の
明
間
乞
定
め
た
る
と
き
は
常
事
者
が

期
間
満
了
前
六
月
ル
五
一
年
内
に
利
千
万
に
針
し
市
民
新
知
紛
の
一
迎
知
又
は
保
件
、
批
判
明
一
却
す
る
に
非
ず
れ
ば

mx新
4
T
Y
み
自
の
池
知
を

矯
さ
ざ
る
と
き
は
従
前
の
賃
貸
借
と
同
一
の
傑
件
を
以
て
更
に
賃
貸
借
宇
策
し
た
る
も
の
と
者
倣
す
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て

こ
の
規
定
の
み
を
以
て
す
れ
ば
、

地
主
は
小
作
期
間
満
了
前
六
ヶ
月
乃
至
一
年
内
に
小
作
契
約
の
更
新
を
拒
絶
し
て
、
小
作
人
を
放

逐
ず
る
こ
と
も
出
来
る
し
、
ま
た
怠
意
の
地
主
な
ら
ば
、
之
を
小
作
料
の
引
上
に
も
利
川
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
こ
で
第
九
傑
第

一
項
に
「
農
地
の
賃
貸
人
は
賃
借
入
に
信
義
に
反
し
た
る
行
矯
な
き
限
り
賃
貸
借
の
解
約
を
潟
し
又
は
更
新
を
拒
む
と
と
を
得
十
」
と

規
定
し
て
、
小
作
人
の
保
護
を
念
頭
に
置
い
て
ゐ
る
。

第
九
僚
第
一
一
頃
の
後
段
に
於
て
、
賃
貸
人
が
正
営
に
賃
貸
借
の
解
約
を
翁
し
文
は
更
新
を
担
み
得
る
場
合
と
し
て
、
「
土
地
使
用
の

目
的
の
鑓
反
又
は
賃
貸
人
の
自
作
を
相
営
と
す
る
場
合
共
の
他
正
首
の
事
由
あ
る
場
合
」
を
掲
げ
て
ゐ
る
。
現
代
の
土
地
私
有
制
度

hz
認
め
る
限
り
、

土
地
所
有
権
者
の
此
の
種
の
底
分
権
能
ま
で
を
全
然
否
定
し
去
る
と
と
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
併
し
小
作
人
の

農
地
割
強
法
案
に
就
い
て

第
四
十
六
巻

四

望事

務

戸、

王工



農
地
調
整
法
案
に
就
い
て

第

競

第
四
十
六
巻

四

八
六

側
か
ら
言
へ
ば
、
耕
地
を
失
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
の
根
源
を
失
ふ
乙
と
L
友
る
か
ら
、
慎
重
友
る
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て

賃
貸
人
の
自
作
を
正
営
と
す
る
揚
合
に
就
い
て
は
、
賃
貸
人
が
自
作
を
た
す
に
あ
ら
ざ
れ
ば
生
活
を
な
し
得
た
い
と
云
ふ
が
如
く
、

之
を
極
め
て
狭
〈
併
す
ぺ
く
、
且
つ
並
行
の
自
作
面
積
は
自
家
持
働
力
を
以
て
耕
作
し
得
る
程
度
に
限
る
べ
き
で
る
る
ー

ま
た
斯
か
る

地
主
の
軽
卒
在
る
決
意
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
地
主
に
作
離
料
支
燐
義
務
を
課
す
べ
き
で
あ
る
。

夏
忙
本
法
案
第
九
僚
第
三
唄
に
は
「
良
地
の
賃
貸
借
の
営
事
者
賃
貸
借
の
解
約
を
鵠
し
又
は
更
新
を
担
ま
ん
と
す
る
と
合
は
命
令

の
定
む
る
所
に
依
り
抽
出
め
共
の
旨
を
市
町
村
農
地
委
員
舎
に
泊
知
す
べ
し
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
が
、

と
れ
に
よ
っ
て
賃
貸
借
賞
事
者

の
松
卒
泡
る
決
窓
が
幾
分
か
防
止
さ
れ
る
V

し
と
誌
も
な
る
で
あ
ら
う
。

か
〈
の
如
〈
農
地
調
整
法
案
に
於
け
る
小
作
経
皆
の
重
要
な
る
保
全
に
闘
す
る
規
定
は
、
右
の
二
ケ
僚
に
過
ぎ
や
、
そ
の
他
章
一
臭

友
る
出
小
作
の
最
短
期
間
に
闘
す
る
規
定
、
制
小
作
料
支
沸
猶
暗
闇
期
聞
に
関
す
る
規
定
、
間
作
離
料
及
び
土
地
改
良
費
賠
償
に
闘
す

る
規
定
、
川
向
相
営
小
作
料
に
闘
す
る
規
定
、
同
小
作
料
減
菟
に
闘
す
る
規
定
、
仙
川
永
小
作
に
闘
す
る
規
定
等
を
依
い
て
ゐ
る
。
此
等

の
結
忙
関
す
る
解
決
は
、
農
地
委
員
舎
と
調
停
機
関
と
に
一
任
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
政
府
が
本
訟
集
の
指
導
精
一
柳
に
照
し
、

農
地
問
題
の
解
決
よ
必
要
な
る
協
調
僚
件
を
よ
り
具
惜
的
に
法
文
中
に
掲
ぐ
る
と
と
が
、
農
地
委
員
曾
及
び
調
停
機
闘
の
機
能
を
裂

揮
せ
し
め
る
上
に
、
却
っ
て
必
要
で
あ
り
、
数
果
的
で
る
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

穴
、
小
作
調
停
の
強
化

小
作
争
議
を
、
迅
速
、
簡
易
、
図
糊
‘
且
つ
貫
情
に
卸
し
て
合
理
的
に
解
決
せ
ら
れ
る
と
と
は
、
平
時
に

於
て
も
農
村
平
和
の
賄
か
ら
必
要
で
あ
る
が
、
殊
に
今
日
の
時
局
に
於
て
は
最
も
必
要
と
せ
ら
れ
る
。
蕊
に
於
て
農
地
調
整
法
案
に

於
て
、
小
作
調
停
が
左
の
如
〈
強
化
さ
れ
る
と
と
L
な
っ
て
ゐ
る
。

(
イ
)
「
小
作
闘
係
の
争
議
に
付
公
盆
上
必
要
あ
り
と
認
む
る
と
き
は
小
作
官
は
小
作
調
停
法
に
依
る
調
停
心
申
立
を
銭
す
こ
と
を
得
る
」
こ
主
(
第
十

僚
第
一
項
)

小作調停法第三十六僚、期日に於で調停成ちぎi5~苛は調停委員舎は適営企語、
むる説i停僚項を定むることを得。前項の規定により調停{傑項を定めたる場合
に於ては調停委員舎は其D 副書VJ:E本を官事=者、鰍代あるときは糖、代に主主付
し且常事者又は緑、代が其の主主付を受けたる後--)j内に異議を述へざるときは
調停に同意したるものと看倣す旨白趣知をttすことを要す。常事者又は総代
が前項目正本白t墨付を受けたる後一月内に劃停委員舎に具議を述べざるとき



(
ロ
)
「
小
作
聞
係
自
争
議
に
付
訴
訟
が
紫
属
す
る
と
き
は
受
訴
裁
判
所
は
職
権
を
以
て
小
作
官
の
意
見
を
聴
き
事
件
を
小
作
調
停
法
に
依
る
調
停
に

付
す
る
こ
主
を
得
る
し
こ
と
(
前
傑
第
二
項
)

(
ハ
)
「
小
作
調
停
法
に
依
る
剖
停
の
錫
必
要
あ
り
と
認
む
る
奮
と
き
は
裁
列
所
は
職
権
を
以
で
小
作
官
の
意
見
を
聴
者
割
停
前
の
措
置
と
し
て
必
要
な

る
命
令
を
活
す
こ
と
を
得
。
前
項
の
規
定
に
依
る
裁
判
は
調
停
事
件
の
繋
属
す
る
裁
判
所
に
於
て
非
訟
事
件
手
績
法
に
依
り
之
を
震
ナ
」
と
と
(
第
十
一

保
第
一
項
及
第
二
項
)

(
-
一
)
「
小
作
剖
停
訟
に
依
る
剖
停
委
員
舎
に
於
て
訓
停
成
ら
ぎ
る
相
場
合
に
裁
判
所
相
常
と
認
む
る
と
き
は
職
権
を
以
て
小
作
官
及
調
停
委
員
四
意
見

を
聴
き
常
事
者
相
方
の
利
益
を
衡
平
に
考
慮
し
一
切
り
事
情
を
掛
酌
し
て
制
停
に
代
へ
小
作
関
係
の
存
績
、
小
作
傑
件
の
慶
更
其
白
他
争
議
白
解
決
上

必
要
な
る
裁
判
を
銭
す
こ
と
を
得
、
比
の
裁
判
に
於
て
は
小
作
料
の
支
椀
、
小
作
地
の
引
渡
其
の
他
財
産
上
の
給
付
を
命
ず
る
こ
と
を
得
」
。
前
頭
白

「
規
定
に
依
る
裁
判
に
謝
し
て
は
即
時
抗
告
を
潟
す
こ
と
を
符
其
の
期
間
は
之
を
二
週
間
と
す
。
前
項
の
卸
時
抗
告
は
執
行
停
止
の
数
カ
を
有
ナ
」
る
も

の
と
す
る
と
と
(
第
十
二
保
)

(
ホ
)
「
小
作
関
係
自
明
設
を
除
〈
の
外
相
隣
淵
係
其
の
他
民
地
の
利
用
問
係
に
付
併
議
を
虫
」
た
る
と
き
は
常
事
者
は
裁
判
所
に
制
停
の
巾
立
を
錦

す
こ
止
を
制
L

L
て
と
(
が
十
~
一
憐
〉

白
土

J

現
行
小
作
調
停
法
に
よ
れ
ば
、
調
停
を
申
立
て
得
る
者
は
争
議
の
営
事
者
に
限
る
が
、

(
イ
)
に
よ
り
公
盆
上
必
要
あ
る
と
き

は
小
作
官
も
調
停
を
申
立
て
得
る
こ
と

tyな
る
。
ま
た
争
議
に
際
じ
地
主
は
、
調
停
よ
り
も
訴
訟
に
よ
っ
て
白
己
の
権
利
を
主
張
す
る

こ
と
を
有
利
と
す
る
慮
か
ら
、
従
来
調
停
が
闘
渦
に
行
は
れ
た
か
っ
た
が
、

(
ロ
)
に
よ
り
裁
判
所
に
峨
構
を
以
て
事
件
を
調
停
に
付

ず
る
陸
艇
を
血
(
へ
、
調
停
の
強
化
を
闘
っ
て
ゐ
る
。

(
ハ
)
に
よ
り
裁
判
所
は
調
停
前
の
措
置
と
し
て
、
検
見
の
矯
め
に
立
毛
を
現
秋

に
維
持
せ
し
め
る
と
と
、
果
樹
そ
の
他
工
作
物
の
現
欣
を
維
持
せ
し
め
る
こ
と
、
小
作
料
を
供
託
せ
し
め
る
と
と
、
調
停
中
の
農
地

の
耕
作
に
付
き
遁
営
友
る
命
令
を
震
す
こ
と
等
、

(
こ
に
よ
り
現
行
小
作
調
停

必
要
左
る
命
令
を
潟
し
得
る
こ
と
h
h

た
っ
て
ゐ
る
。

法
第
三
十
六
僚
の
規
定
が
一
一
唐
強
化
さ
れ
て
ゐ
る

d

更
に
(
ホ
)
に
よ
り
、

小
作
関
係
以
外
の
農
地
の
利
用
闘
係
、

例
へ
ば
用
水
、

水
、
樹
陰
等
の
相
隣
闘
係
に
つ
い
て
紛
争
が
起
る
場
合
に
も
、
謂
停
を
申
立
で
得
る
こ
と
h

な
っ
て
ゐ
る
。

か
く
本
法
案
に
於
て
小
作
調
停
を
強
化
し
て
ゐ
る
の
は
、

一
面
、
今
日
の
時
局
に
於
て
小
作
争
議
を
込
蓮
、
闘
浦
に
解
決
す
る
と

農
地
調
整
法
案
に
就
い
て

第
四
十
六
巻

四

宣言

銃

i¥. 
七

悪

は調停に同意したるもの主看倣す。
2)か Lる自作農化をなし得る地主は所ii背フミ耕民!小地主である。我固に於てはニ町

歩未満の不耕的小地主が六十寓戸も有牟してゐると云はれてゐる。
ニ町未満の不耕地主は我幽に於て60高炉もあると云はれてゐるが、 果してそ
の芦教は正確であるか。 同一人がニケ村に亙ザフて耕地を所有してゐるときは
統計上二人と計上されるやうな重観計算となうてゐないか。 これらの小地主

3) 



農
地
制
教
法
案
に
就
い
て

第
四
十
六
巻

i¥. 
丹、

第

披

H耳

凹

と
は
、
農
村
平
和
を
闘
る
上
に
必
要

rか
ら
で
あ
る
が
、
他
面
に
於
て
、
農
地
調
整
法
案
の
第
九
依
に
よ
り
、
地
主
の
自
作
化
に
際

し
て
の
小
作
契
約
の
解
約
が
是
認
さ
れ
て
ゐ
る
蹴
係
上
、

と
れ
に
件
ワ
て
増
加
す
べ
き
小
作
紛
停
に
備
へ
る
た
め
で
も
あ
る
と
併
せ

ら
れ
る
。

さ
れ
ば
一
固
に
於
て
小
作
闘
怖
に
闘
す
る
賃
値
法
を
よ
り
具
値
的
に
規
定
し
て
、
調
停
の
運
胤
を
闘
滑
な
ら
し
め
る
と
共
に
、
耕

作
憾
の
強
化
に
よ
っ
て
日
作
良
化
ナ
る
成
あ
る
不
耕
的
小
地
王
に
闘
す
る
調
食
を
完
備
し
て
、
適
切
た
る
劉
策
を
樹
つ
る
線
擦
を
作

る
と
と
が
必
嬰
で
あ
る
。

令
、
農
地
委
員
命
国
民
地
制
挨
怯
接
持
寸
一
九
艇
に

J
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1
自
作
農
創
設
維
持
、
小
作
闘
係
の
一
別
品
川
午
、
燥
地
の
交
換
分
令
状
(
他
陵
地
に
閥
ナ
m

心
事
項

を
出
品
剖
ナ
る
俗
市
町
村
に
市
町
村
民
地
誕
員
曾

E
、
道
府
豚
に
道
府
豚
民
地
委
員
曾
を
置
く
己
と
を
得
」
る
こ
と
与
な
り
、
「
市
町
村
農
地
委
員
舎
及
活

府
豚
農
地
委
員
曾
に
閲
す
る
規
程
は
勅
令
を
以
て
之
を
定
む
」
る
こ
と
‘
?
な
っ
て
ゐ
る
。

此
等
の
農
地
委
員
舎
は
、
越
階
級
的
な
る
第
三
者
の
立
揚
に
於
て
、

公
正
に
地
主
と
小
作
人
と
の
利
害
の
調
和
に
努
め
る
べ
き
も

の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
人
選
に
つ
い
て
は
充
分
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
町
村
の
農
地
委
員
舎
に
於
て
は
、
地
主
、
自
作
農
及

ぴ
小
作
農
の
利
益
を
し
公
正
に
代
表
せ
し
め
る
乙
と
が
必
妥
で
あ
る
か
ら
、
委
員
の
人
選
に
つ
い
て
は
、
各
町
村
の
地
主
、
自
作
農
及

ぴ
小
作
農
か
ら
夫
々
同
数
づ
L
を
互
選
せ
し
め
、
更
に
十
分
審
査
の
う
へ
地
方
長
官
が
之
を
任
命
す
る
と
と
与
す
ペ
き
で
あ
ら
う
。

回

以
上
に
よ
っ
て
我
因
由
民
地
問
題
解
決
の
諸
方
策
に
就
い
て
論
じ
、
そ
の
前
提
の
一
下
に
於
て
農
地
調
整
法
案
を
検
討
し
た
。
上
蓮
の
一

如
く
、
本
法
案
は
従
来
の
農
地
法
に
比
し
て
多
く
の
長
所
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
街
ほ
そ
れ
に
は
宥
干
の
知
所
を
も
認
め
得

る
も
の
で
る
る
。
忠
ふ
に
農
地
政
策
は
我
図
農
業
政
策
の
最
も
基
本
的
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
法
案
に
叫
劃
し
て
も
充
分
た
る
吟

味
・
検
討
が
加
へ
ら
れ
、
然
る
後
、
本
法
案
が
法
制
化
せ
ら
れ
、
之
に
よ
っ
て
我
闘
の
農
地
問
題
が
そ
の
解
決
の
途
に
つ
き
伺
る
よ

う
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

(
昭
和
十
三
年
二
月
十
六
日
)

は民業収入たる地代収入のみによって生活してゐるか、 或はイ也に録業収入を
有してゐるか。此等小地主の幾割が果して自作農イl'し得るものであるか。此
等の諸勤が明からでない。我凶農地政策白擁立』批等の訪駄に闘する払速な
る調査を要望したい。


